
第37期 決算公告
2024年6月27日   東京都江東区新砂三丁目3番9号

   株式会社 長谷工ファニシング
 代表取締役社長 布施谷 成司

(単位:千円)
資      産      の      部 負      債      の      部
科      目 金      額 科      目 金      額

流動資産 2,527,448 流動負債 1,814,090

現金預金 1,296,889 工事未払金 1,136,463
受取手形 10,890 リース債務 短期 2,696
電子記録債権 114,181 未払金 30,861
完成工事未収入金 764,992 未払消費税 97,522
未成工事支出金 205,509 未払費用 102,673
材料貯蔵品 33,289 未払法人税等 117,442
前払費用 10,519 未成工事受入金 175,070
未収入金 91,226 預り金 6,474
貸倒引当金 47 △          完成工事補償引当金 90,904

賞与引当金 53,986

固定資産 1,032,294 固定負債 217,807

有形固定資産 7,282 リース債務 長期 2,098
備品 2,940 退職給付引当金 179,343
リース資産 4,341 株式給付引当金 30,874

役員株式給付引当金 5,492

無形固定資産 32,741
ソフトウェア 32,741 負  債  合  計 2,031,898

純   資   産      の      部

投資その他の資産 992,271 株主資本 1,327,729
投資有価証券 320,340
子会社株式 363,155 資本金 100,000
関係会社株式 20,000
長期貸付金 256,000 利益剰余金 1,227,729
差入敷金保証金 461 利益準備金 25,000
繰延税金資産 32,315 その他利益剰余金 1,202,729

 別途積立金 200,000
 繰越利益剰余金 1,002,729
 （当期純利益） (270,341)

評価・換算差額等 200,115
その他有価証券評価差額金 200,115

純 資 産  合  計 1,527,844
資  産  合  計 3,559,742 負債及び純資産合計 3,559,742

 貸借対照表（2024年3月31日現在）



個 別 注 記 表

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】

１．棚卸資産、有価証券の評価方法及び評価基準
未成工事支出金 個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
材料貯蔵品 個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
子会社株式及び関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
 時価のあるもの 期末日の市場価格等による時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  時価のないもの 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに平成28年4月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
によっております。

無形固定資産 定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に
基づく定額法によっております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３．引当金の計上基準
貸倒引当金 売掛債権その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金 完成工事高として計上した工事に係る瑕疵についてその引渡し後において、自己
の負担により無償で補償すべき場合の費用支出に備えるため、補修費用の見積額
に基づき計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法により計上しております。
株式給付引当金 株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、

当会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備える

ため、当会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

４．収益及び費用の計上基準 建設工事等の履行義務は、請負工事を進めるにつれて物件の価値が増加し顧客が
当該資産を支配することから、―定期間にわたり充足される履行義務であり、工
事の進捗度に応じて収益を認識しています。なお、進捗度の測定は、決算日にお
ける請求出来高またはその見積りによっています。取引価格は請負工事契約によ
り決定され、対価は出来高に応じて段階的に、または履行義務が充足した後、契
約に定められた時期に受領しています。
ただし、契約金額１千万円未満の請負工事については、完全に履行義務が充足し
た時点で収益を認識しています。

５．グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。


